
しんちまち生涯学習フェスティバル2021
　生涯学習フェスティバルは、町で実施している各種教室のほか、公民館・勤労青少年ホーム
を利用しているクラブ・団体、地域で活動している自主サークルなど、多くの団体が参加する
イベントです。
　各種教室・サークルの学習発表や作品の展示、手作り作品の販売もありますので、お誘い合
わせのうえ、ぜひご来場ください。

日時　１月30日㈯　９時～16時
　　　１月31日㈰　９時～15時
場所　農村環境改善センター・保健センター
○新型コロナウイルス感染症防止へのお願い
　・会場入口で検温を受け、備付けのアルコールで手指消毒を
　　お願いします。
　・体調不良等の方は入館をお断りします。
　・来場の際はマスク着用をお願いします。
　・状況によっては開催を中止する場合がございます。

◎問い合わせ　新地公民館（電話：６２－２０８５）

広報しんち
発行と編集　新地町役場企画振興課　〒 979-2792 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田 30

☎ 0244-62-2112　FAX0244-62-3194　E-mail:koho@town.shinchi.lg.jp
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令
和
３
年
度
新
地
町

　
任
期
付
職
員
募
集

　

町
で
は
、
任
期
付
職
員
採
用
候
補

者
試
験
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

採
用
職
種
及
び
採
用
人
員

土
木
：
１
名
、
専
門
官
（
企
業
誘
致

等
担
当
）：
１
名
、
調
理
員
：
１
名

受
験
資
格

︻
土
木
︼
民
間
企
業
（
団
体
）、
国

や
自
治
体
等
に
お
い
て
、
土
木
技

術
職
と
し
て
令
和
３
年
１
月
１
日

現
在
で
通
算
５
年
以
上
職
務
経
験

が
あ
り
、
１
級
又
は
２
級
の
土
木

施
工
管
理
技
士
を
有
す
る
方

︻
企
業
誘
致
担
当
専
門
官
︼
民
間

企
業
（
団
体
）、
国
や
自
治
体
等

に
お
い
て
、
企
業
誘
致
の
実
務
経

験
が
あ
る
方

︻
調
理
員
︼
調
理
師
免
許
を
有
す

る
方
で
、
令
和
３
年
１
月
１
日
現

在
で
３
年
以
上
飲
食
物
の
調
理
業

務
に
直
接
従
事
し
た
方

※
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

①
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

②
成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

③
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
又
は

そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

④
新
地
町
職
員
と
し
て
懲
戒
免
職

の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日

か
ら
２
年
を
経
過
し
な
い
者

⑤
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に

お
い
て
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下

に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊

す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の

他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ

に
加
入
し
た
者

任
用
期
間
　
令
和
３
年
４
月
１
日

か
ら
令
和
４
年
３
月
31
日
（
更
新

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

試
験
方
法
︵
職
種
共
通
︶

第
１
次
試
験
　
書
類
選
考
（
職
務

経
歴
書
、
小
論
文
）

合
格
発
表　

令
和
３
年
２
月
中
旬

第
２
次
試
験
　
個
別
面
接

合
格
発
表　

令
和
３
年
２
月
下
旬

申
込
手
続
き
　
役
場
総
務
課
で
交

付
す
る
試
験
申
込
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、 

職
務
経
歴
書
、
小

論
文
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
ま
す
。

受
付
期
間
　
１
月
20
日
㈬
～
２
月

15
日
㈪
（
執
務
時
間
中
）
※
郵
送

の
場
合
は
２
月
12
日
㈮
消
印
有
効

◎
問
い
合
わ
せ

総
務
課　

☎
６
２
―
２
１
１
１



広報しんち R3.1.20（2）

国民年金基金制度のご案内
　国民年金基金は、自営業の方やその家族、学生などの国民年金の第１号被保険者の方々が
ゆとりある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。

国民年金基金制度のポイント
１. 加入できる方は、国民年金に加入している 20 歳以上 60 歳未満の方、および 60 歳以上
　65 歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金に任意加入している方です。
　 65 歳から生涯受け取ることができる終身年金が基本ですので、長い老後の生活に備える
　ことができます。
２. 掛金は全額が所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も
　公的年金等控除の対象になりますので、税制面で優遇されます。
３. 万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支払われますので、掛け捨てになりま
　せん。（一部の年金タイプを除く）遺族一時金は全額非課税です。
４. 加入時に確定した掛金額と年金額は変わりません。（ご加入時の内容でお支払いした場合）
５. ご加入いただいた後も掛金の額を口数単位で増減できます。

◎問い合わせ　全国国民年金基金福島支部（電話：０１２０－６５－４１９２）
　　　　　　〒９６０－８０４３　福島市中町１番 19 号 中町ビル５Ｆ

　
要
介
護
認
定
を

　
受
け
た
方
の
税
の

　
障
害
者
控
除
に
つ
い
て

　

本
人
、
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親

族
の
方
が
、
介
護
保
険
に
お
い
て

「
要
介
護
１
～
５
」
の
要
介
護
認

定
を
受
け
た
65
歳
以
上
の
高
齢
者

の
場
合
、
所
得
税
、
町
県
民
税
に

つ
い
て
障
害
者
控
除
、
特
別
障
害

者
控
除
の
い
ず
れ
か
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

税
務
署
や
税
理
士
で
確
定
申
告

等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
証
が
必
要
な

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
　

　
休
日
窓
口
開
設
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
平
日
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
や
受
取
り
が
難
し

い
方
の
た
め
に
休
日
窓
口
を
毎
月

１
回
開
設
し
ま
す
。

　

休
日
窓
口
を
利
用
さ
れ
る
方
は
予

約
を
し
た
上
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
設
日
時
　
２
月
14
日
㈰

９
時
～
16
時
（
予
約
制
）

場
所　

役
場
１
階
町
民
課
窓
口

◎
予
約
・
問
い
合
わ
せ

町
民
課　

☎
６
２
―
２
１
１
５

　
お
し
ご
と
相
談
会
を

　
開
催
し
ま
す

　

ふ
く
し
ま
生
活
・
就
職
応
援
セ

ン
タ
ー
で
は
「
お
し
ご
と
相
談
会
」

を
開
催
し
ま
す
。「
年
金
だ
け
で
は

心
細
い
、
短
時
間
で
も
で
き
る
仕

事
は
な
い
だ
ろ
う
か
」「
転
職
を
考

え
る
が
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
は

な
ん
だ
ろ
う
」
な
ど
仕
事
に
つ
い

て
お
悩
み
の
方
は
い
ま
せ
ん
か
。

　

あ
な
た
の
就
職
を
応
援
し
ま
す
。

日
時　

２
月
25
日
㈭

　
　
　

13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所　

新
地
町
図
書
館
視
聴
覚
室

内
容　

就
職
活
動
に
対
す
る
相
談

や
履
歴
書
、
職
務
経
歴
書
の
書
き
方

な
ど
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　

電
話
に
よ
る
事
前
予

約
を
お
願
い
し
ま
す
。

相
談
料　

無
料

◎
予
約
・
問
い
合
わ
せ

ふ
く
し
ま
生
活
・
就
職
応
援
セ
ン

タ
ー
南
相
馬
事
務
所

☎
２
３
―
１
２
３
９

　
後
期
高
齢
者
の
皆
さ
ま
へ

　
毎
年
「
健
康
診
断
」
を

　
受
け
ま
し
ょ
う

　

後
期
高
齢
期
の
健
康
診
断
は
、

高
血
圧
症
や
糖
尿
病
な
ど
の
生
活

習
慣
病
の
早
期
発
見
だ
け
で
な

く
、
腎
機
能
や
肝
機
能
の
衰
え
な

ど
を
知
り
、
重
症
化
を
防
ぐ
目
的

で
行
わ
れ
ま
す
。

　

重
症
化
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
健

康
診
断
で
自
身
の
健
康
状
態
を
知

り
、
毎
日
の
健
康
づ
く
り
や
生
活

習
慣
の
見
直
し
に
生
か
す
こ
と
が

大
切
で
す
。
ま
た
、
そ
の
結
果
を

基
に
日
頃
の
健
康
管
理
に
つ
い

て
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

　

自
分
は
健
康
だ
と
思
う
方
や
治

療
の
た
め
医
療
機
関
に
定
期
的
に

通
っ
て
い
る
方
（
治
療
と
健
康
診

断
は
違
い
ま
す
）
で
も
健
康
診
断

は
と
て
も
重
要
で
す
。

　

健
康
診
断
の
案
内
が
あ
り
ま
し

方
は
、
健
康
福
祉
課
で
認
定
証
を

交
付
し
ま
す
。印
鑑
持
参
の
う
え
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課

☎
６
２
―
２
９
３
１

た
ら
ぜ
ひ
受
け
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
６
２
―
２
０
９
６
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町内の空間線量率調査結果

　町では、町内 24 か所で放射線量の独自調査を
行いました。12 月 19 日の測定結果は次のとおり
です。

（μ Sv/h）　　

測定場所 地表面 測定値
１ 福田小学校 土 0.05
２ 福田保育所 土 0.04
３ 木崎公会堂 土 0.06
４ 新地北工業団地 砂利 0.08
５ 鈴宇峠県境 砂利 0.11
６ 沢口ふれあい広場 芝 0.06
７ 狼沢集会所 土 0.07
８ 新地小学校 土 0.07
９ 尚英中学校 土 0.04
10 新地保育所 土 0.04
11 鹿狼山登山口駐車場 砂利 0.12
12 今泉農業集落排水処理場 砂利 0.08
13 総合公園こどもの森 芝 0.08
14 新地浄化センター 芝 0.08
15 岡公会堂 舗装 0.07
16 杉目集会所 舗装 0.07
17 大戸浜緑地広場 舗装 0.06
18 新地町役場 舗装 0.06
19 菅谷公会堂 土 0.08
20 駒ケ嶺小学校 土 0.06
21 駒ケ嶺保育所 土 0.04
22 大沢北国道 113 号県境 砂利 0.09
23 藤崎公会堂 砂利 0.08
24 富倉地区防災

コミュニティーセンター
舗装 0.07

※測定は４半期に１回、地上１ｍ（３保育所は 50㎝の高さ）

・
事
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
参

加
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
事
業
所
の
人
事
担
当
者
等
が
事

業
概
要
等
の
会
社
説
明
や
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
等
各
機
関
に
よ
る
職

業
相
談
・
情
報
提
供
等
を
行
い
ま

す
。

◎
問
い
合
わ
せ

福
島
労
働
局
職
業
安
定
課
（
福
島

会
場
）

☎
０
２
４
―
５
２
９
―
５
３
９
６

福
島
県
雇
用
労
政
課
（
オ
ン
ラ
イ

ン
）

☎
０
２
４
―
５
２
１
―
７
２
９
０

　
ふ
く
し
ま
就
職
ガ
イ
ダ

　
ン
ス
を
開
催
し
ま
す

　

福
島
県
内
に
就
業
場
所
が
あ

り
、
参
加
者
を
正
社
員
と
し
て
採

用
す
る
計
画
が
あ
る
事
業
所
の
企

業
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
合
同
企
業
説
明
会︵
福
島
会
場
︶

開
催
日
時　

３
月
８
日
㈪

第
１
部　

10
時
30
分
～
12
時
30
分

第
２
部　

13
時
～
15
時

第
３
部　

15
時
15
分
～
17
時
15
分

会
場　

ビ
ッ
グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し

ま
（
郡
山
市
南
２
丁
目
52
番
地
）

○
合
同
企
業
説
明
会
︵
オ
ン
ラ
イ

ン
︶

開
催
日　

３
月
３
日
㈬
～
７
日
㈰

▼
共
通
事
項

参
加
対
象
者
　
平
成
31
年
３
月
以

降
に
大
学
等
を
卒
業
（
修
了
）、

ま
た
は
令
和
４
年
３
月
ま
で
に
卒

業
予
定
の
方

そ
の
他　

・
事
前
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
業
界

研
究
な
ど
就
活
イ
ベ
ン
ト
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
参
加
事
業
所
は
開

催
の
一
个
月
前
ま
で
に
福
島
労
働

局
、
福
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
ま
す
。

　
個
人
版
私
的
整
理
ガ
イ

　
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

　

こ
の
制
度
は
、
東
日
本
大
震
災

に
よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
の

生
活
再
建
を
支
援
す
る
制
度
で

す
。

　

震
災
前
か
ら
の
住
宅
ロ
ー
ン
な

ど
の
債
務
が
あ
る
方
は
「
個
人
版

私
的
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
利

用
で
債
務
が
免
除
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
債
務
の
免
除
に
は
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
必

要
で
す
。

　

詳
し
い
内
容
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

利
用
す
る
メ
リ
ッ
ト

・
生
活
再
建
に
必
要
な
資
産

（
５
０
０
万
円
上
限
・
義
援
金
等
）

は
手
元
に
残
せ
ま
す
。

・
弁
護
士
な
ど
の
登
録
専
門
家
が

手
続
き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
弁

護
士
費
用
は
国
が
補
助
し
ま
す
。

・
債
務
整
理
し
た
こ
と
は
個
人
信

用
情
報
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
せ

ん
。

※
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
令
和
３
年

３
月
31
日
を
も
っ
て
適
用
を
終
了

し
、
４
月
以
降
は
「
自
然
災
害
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
て
引
き
続
き
被

災
者
支
援
を
行
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

東
日
本
大
震
災
・
自
然
災
害
被
災

者
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
運
営

機
関
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
２
０
―
３
８
０
―
８
８
３

（
受
付
時
間
・
平
日
９
時
～
17
時
）



休日在宅当番歯科医

   ７日㈰　小林歯科医院
（原町区）　☎２３- ２７２７

 11 日㈭　板倉歯科医院
（原町区）　☎２３- ２４６２

 14 日㈰　すすむ歯科医院
（原町区）　☎２６- １０６２

 21 日㈰　黒沢歯科医院
（相馬市）　☎３６- １４１４

 23 日㈫　かとう歯科医院
（原町区）　☎２４- ３８３８

 28 日㈰　大井歯科医院
（相馬市）　☎３５- ０８０８

    診療時間　９時～ 16 時

無料法律相談所（電話相談）
　町では、弁護士および司法書士による電話無
料法律相談所を開設します。相談は無料です。
　事前の予約が必要となりますので、問い合わ
せ先へ連絡ください。

開設日
①司法書士による相談　 ２月  ９日㈫
②弁護士による相談　　 ２月 16 日㈫
時間　　14 時～ 16 時のうち約 30 分の枠内
相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士
　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　
相談内容　生活に関する悩みや、消費生活に関すること

◎問い合わせ
町民課（電話：６２―２１１６）
福島県弁護士会相馬支部（電話：３６―４７８９）
福島県司法書士会（電話：０２４―５３４―７５０２）

心配ごと相談

２月１日㈪・10 日㈬・22 日㈪  10 時～ 15 時 
 　　　　　　　　　　　　　　 保健センター

交通事故相談
２月２日㈫　９時～ 17 時　役場３０１会議室

２月

休日在宅当番医

   ７日㈰　すぎやまこどもクリニック
（相馬市）　☎２６- ５１１１

 11 日㈭　菅野医院
（新地町）　☎６３- ２３８８

 14 日㈰　大石医院
（相馬市）　☎３５- ３４５１

 21 日㈰　浜通りふれあい診療所
（相馬市）　☎２６- ７１００

 23 日㈫　米村胃腸科内科医院
（相馬市）　☎３５- ２８８０

 28 日㈰　羽根田医院
（相馬市）　☎３５- ２９７０

   診療時間　９時～ 16 時

行政相談
２月 10 日㈬　10 時～ 15 時　保健センター

自家消費野菜等の放射性物質測定結果について
12 月測定分

◎単位：Bq/kg（Cs134 と Cs137 の合計）
◎ ND は検出下限値以下

食品名 測定件数 セシウム測定値
（最大値）

― ０件 ―

※ 12 月は申し込みがありませんでした。

　町では自家消費野菜等の放射性物質測定を行っ
ています。
　検査を希望される方は持込方法などを確認の上、
予約の方をお願いします。

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数について

捕獲数（頭）

12 月捕獲数 43
令和２年度累計捕獲数 242

　町では、農作物等鳥獣被害対策として、イノシシ
の捕獲活動を実施しています。有害鳥獣捕獲隊の活
動にご理解ご協力をお願いいたします。
　また、危険防止のため、捕獲用の箱罠等には近づ
かないようにお願いします。

◎問い合わせ
農林水産課（電話：６２―２１９４）

多重債務・貸金業 ( かしきんぎょう )
に関する相談窓口

　財務省福島財務事務所では、返済しきれない
ほどの借金を抱え、お悩みの方からの相談に応
じています。借金の状況をお聞きし、必要に応
じ弁護士・司法書士などの専門家に引継ぎを行
います。秘密厳守、相談無料です。お気軽にご
相談ください。
　また、国や県の登録を受けずに貸金業を営む、
いわゆる「ヤミ金融」業者には十分ご注意くだ
さい。ご利用されている貸金業者の登録状況に
関する問い合わせや不正に利用されている預貯
金口座に関する相談も受け付けています。

相談窓口　財務省福島財務事務所　理財課
　　　　　　（福島市松木町 13 －２）
受付時間　月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　　  8 時 30 分～ 12 時
　　　　　 13 時～ 16 時 30 分
電 話　０２４－５３３－００６４
　　　　　（多重債務者相談窓口専用）


